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施
行
等
及
び
岐
阜
県
か

ら
の
権
限
移
譲
に
伴
い

改
正
し
よ
う
と
す
る
も

の
）

【
論
点
】市
民
に
対
す
る
影

響・
低
炭
素
住
宅
の
認
定
を

受
け
る
と
住
宅
ロ
ー
ン

控
除
額
の
増
や
登
録
免

許
税
の
減
税
な
ど
優
遇

措
置
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
。

・
登
録
住
宅
性
能
評
価
機

関
は
26
機
関
あ
り
、
う

ち
１
機
関
が
市
内
に
出

張
所
を
設
け
て
い
る
。

・
申
請
か
ら
審
査
に
要
す

る
期
間
は
、
性
能
評
価

機
関
で
概
ね
２
週
間
、

市
に
提
出
後
約
10
日
間

と
な
っ
て
い
る
。

◆
議
第
16
号

高
山
市
火
災
予
防
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て（
電
磁
誘
導

加
熱
式
調
理
器
な
ど
の

離
隔
距
離
、
構
造
及
び

管
理
等
の
取
り
扱
い
に

係
る
省
令
の
改
正
に
伴

い
改
正
し
よ
う
と
す
る

も
の
）

【
論
点
】新
た
に
加
わ
っ
た

機
器
に
よ
る
火
災
の
事
例

・
グ
リ
ド
ル
付
コ
ン
ロ
の

火
災
事
例
は
、
高
山
市

消
防
本
部
管
内
で
は
事

例
が
な
い
。

◆
議
第
23
号

市
道
路
線
の
認
定
に
つ

い
て（
国
道
41
号
高
山
国

府
バ
イ
パ
ス
周
辺
道
路

網
再
編
に
よ
り
、
県
よ

り
移
管
さ
れ
る
名
張
上

切
線
を
新
た
に
市
道
に

認
定
し
よ
う
と
す
る
も

の
）

【
論
点
】県
か
ら
の
移
管
と

道
路
改
修

・
上
枝
駅
北
側
の
道
路
改

良
が
完
成
す
る
平
成
28

年
５
月
末
を
予
定
し
て

い
る
。

◆
議
第
24
号

市
道
路
線
の
変
更
に
つ

い
て（
市
道
山
口
33
号
線

の
一
部
区
間
が
現
在
利

用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
公

共
的
な
道
路
と
し
て
管

理
す
る
必
要
が
認
め
ら

れ
な
い
た
め
、
終
点
を

変
更
し
よ
う
と
す
る
も

の
）

【
論
点
①
】終
点
変
更
に
よ

る
影
響

・
接
続
す
る
市
道
山
口
42

号
線
は
現
況
で
途
切
れ

て
い
る
が
、
そ
の
先
の

交
差
点
ま
で
市
道
認
定

し
て
い
る
。
今
後
整
備

を
進
め
て
ゆ
く
。

・
全
線
廃
止
し
な
か
っ
た

の
は
、
農
地
へ
の
乗
り

入
れ
を
確
保
す
る
た
め

で
あ
る
。

【
論
点
②
】占
有
物
件
の
有

無
や
地
元
の
同
意

・
占
有
物
件
は
無
い
。
地

元
町
内
会
の
同
意
も
得

て
い
る
。

◆
議
第
26
号

大
野
郡
白
川
村
か
ら
高

山
市
へ
の
事
務
の
委
託

に
関
す
る
規
約
の
変
更

に
つ
い
て（
岐
阜
県
か
ら

白
川
村
に
権
限
移
譲
と

な
っ
た
高
圧
ガ
ス
保
安

法
に
基
づ
く
事
務
等
を

白
川
村
か
ら
受
託
す
る

た
め
変
更
し
よ
う
と
す

る
も
の
）

【
論
点
】受
託
事
務
に
係
る

対
象
施
設
数

・
白
川
村
の
対
象
事
業
所

は
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法

で
２
施
設
、
液
化
石
油

ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及

び
取
引
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
で
１
施
設
、

火
薬
取
締
法
及
び
ガ
ス

事
業
法
に
お
い
て
該
当

は
な
い
。

　

２
月
４
日
か
ら
５
日
の

２
日
間
、
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト（
以
下「
Ｆ

Ｍ
」と
い
う
。）に
つ
い
て
視

察
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

日
本
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
協
会
の
視
察

で
は
Ｆ
Ｍ
の
基
本
的
な
考

え
方
、
手
法
、
活
か
し
方

に
つ
い
て
研
修
し
ま
し
た
。

◎
考
察

・
単
に
公
共
施
設
と
い
う

と
ら
え
か
た
で
は
な
く
、

経
営
資
源
の
ひ
と
つ
と

し
て
、
戦
略
的
に
ど
こ

ま
で
考
え
、
健
全
に
活

用
し
て
い
け
る
か
が
問

わ
れ
る
。

・
ど
こ
ま
で
危
機
感
を
共

有
で
き
る
か
、
意
識
改

革
が
図
れ
る
か
重
要
。

・
市
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ

ン
が
必
要
で
、
そ
こ
に

立
脚
し
た
戦
略
的
な
計

画
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。

　

千
葉
県
佐
倉
市
は
、
Ｆ

Ｍ
を
先
駆
的
に
取
り
組
ん

で
お
り
、
公
共
施
設
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
に
お
け
る
Ｆ
Ｍ

の
成
果
と
課
題
を
調
査
し
、

高
山
市
の
取
り
組
む
べ
き

公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

の
方
向
性
を
調
査
・
研
究

す
る
た
め
視
察
し
ま
し
た
。

◎
考
察

　

高
山
市
は
、
Ｌ
Ｃ
Ｃ（
ラ

イ
フ
サ
イ
ク
ル
コ
ス
ト
：

建
設
か
ら
取
り
壊
し
ま
で

の
生
涯
費
用
）の
視
点
が
行

政
に
必
要
で
あ
り
、
子
孫

に
負
の
遺
産
と
な
ら
な
い

た
め
に
も
、
早
急
に
、
Ｆ

Ｍ
を
採
用
し
て
の
、
全
体

的
な
行
政
の
仕
組
み
づ
く

り
、
財
務
を
中
心
と
し
た

Ｆ
Ｍ
戦
略
の
明
確
化
、
タ

テ
割
り
の
部
局
に
有
効
な

ヨ
コ
串
を
さ
す
た
め
に
専

門
部
署
を
設
置
し
て
取
り

組
む
こ
と
が
不
可
欠
で
あ

り
、
強
力
な
推
進
体
制
と

経
営
的
運
営
能
力
を
高
め

る
職
員
と
ト
ッ
プ
の
意
識

改
革
が
必
要
で
あ
る
。

付
託
議
案
の
審
査

　

３
月
定
例
会
に
お
い
て

基
盤
環
境
委
員
会
に
は
５

件
の
議
案
が
付
託
さ
れ
、

す
べ
て
原
案
の
と
お
り
可

決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し

ま
し
た
。
議
案
と
主
な
質

疑
は
次
の
と
お
り
で
す
。

◆
議
第
11
号

高
山
市
手
数
料
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て（
建
築
物
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の

向
上
に
関
す
る
法
律
の

行政視察の様子（佐倉市）

行
政
視
察
の
報
告

高山市議会ぎかいだより 第23号17

委員会報告

日
本
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
協
会

千
葉
県
佐
倉
市


